
福岡広域都市計画準防火地域の変更（春日市決定）

都市計画準防火地域を次のように変更する。

「位置及び区域は計画図表示のとおり」

理 由
準防火地域は、市街地における大火災の発生を防ぐため、主として商業地な

どの建築物が密集して火災危険率の高い地域に指定され、本市においては、商
業地域及び近隣商業地域に指定している。
そこで、西鉄春日原駅およびJR春日駅周辺の用途地域の一部を第一種住居地

域から近隣商業地域に変更することに伴い、準防火地域の変更を行うもの。

種 類 面 積 備 考

準防火地域 約５９ha


